
 

 

 

北陸新幹線敦賀開業を見据え、市内事業者が製造・販売するお土産のパッケージ等デザインの新

開発や商品およびサービスの情報発信力の向上を支援することで、商品等の魅力アップと販売促進を

図ることを目的とします。 

 

 

（１）パッケージ等デザインの支援 

１．対 象 商 品   市内で製造されているお土産品 

２．対象事業者   中小企業基本法第２条第１項に規定する市内の中小企業者（個人・法人） 

で、次の要件を満たす者 

           ①市内の工場で製造する製造業者 

           ②市内の事業者に製造委託している卸売または小売事業者 

           ③宿泊業または飲食サービス業 

 

３．補助対象事業   お土産品に関するパッケージ、商品ラベルのデザインを改良するため、 

パッケージ等の試作品の製作に係る経費の一部を支援します。 

・新商品のパッケージ等の試作品の開発も含みます（年度内の商品完成が 

条件となります）。 

・既に使用、公表されているロゴマーク等を新たに加えるだけの場合や、 

既存パッケージ等の拡大、縮小は改良とは認めません。 

・国や県などが実施する助成制度を受けている場合は補助対象事業とはな 

りません。 

 

４．補 助 率   ①２／３以内（パッケージ等のデザイン制作に要する費用） 

②１／２以内（上記以外の試作品製作に要する費用） 

①、②合わせて補助金額上限２０万円、千円未満切り捨て 

（過去に小浜市のパッケージ支援の助成を受けた事業者は上限１０万円） 

                      

５．採 択 件 数   ４件程度 

           ※申込順に審査の上、採択の可否を決定させていただきます。ご応募いただ 

いた方が必ず採択されるとは限りませんので、ご了承願います。また、予算 

上限に達し次第、申請受付を締め切ります。 

 

６．補助対象経費   新商品のパッケージ等および既存商品のデザインを改良したパッケージ等 

の試作品の製作に要する経費 

「買いたくなるお土産」開発・発信事業補助金 



 

デザイン制作委託費、専門家謝金、通訳・翻訳料、消耗品費等 

※以下の経費は対象外です。 

・機械器具等の購入費用、販売ホームページの作成費用、展示会出展など 

販路拡大にかかる経費 

・補助金交付決定前に支払った経費 

・経費にかかる消費税および地方消費税 

 

（２）発信力向上支援 

１．対象事業者   中小企業基本法第２条第１項に規定する市内の中小企業者（法人・個人）

で、次の要件を満たす者 

           ①製造業者 

           ②運輸業者 

③卸売または小売事業者 

           ④宿泊業または飲食サービス業 

           ⑤生活関連サービス業、娯楽業 

 

２．補助対象事業   自社のホームページ、ＳＮＳサービスや動画サイト、パンフレットやチラシ

等に使用する商品およびサービス等の紹介のための画像および動画等のコン

テンツ作成に要する経費の一部を支援します。 

・自社が製造・販売または提供する商品・サービス等の情報発信を目的とし 

ます。 

・観光消費の拡大につながることを目的とします。 

・国や県などが実施する助成制度を受けている場合は補助対象事業とはな 

りません。 

 

３．補 助 率   １／２以内 

補助金額上限２０万円、千円未満切り捨て 

（過去に小浜市の発信力向上支援の助成を受けた事業者は上限１０万円） 

                      

４．採 択 件 数   １０件程度 

           ※申込順に審査の上、採択の可否を決定させていただきます。ご応募いただ 

いた方が必ず採択されるとは限りませんので、ご了承願います。また、予算 

上限に達し次第、申請受付を締め切ります。 

 

５．補助対象経費   商品等の紹介のための画像および動画等のコンテンツ作成に要する経費 

制作委託費、専門家謝金等 

           ※以下の経費は対象外です。 

・ 自社の紹介を目的とした画像および動画等の制作費用 

・ 自社ホームページの作成または改修に要する費用 



 

・ 撮影および編集に利用するカメラ・パソコン類など機材等の購入および 

レンタル費用 

・ 動画編集等ソフトウェア購入費用 

・ 撮影および動画データの保存に必要な消耗品および資材の購入費用 

・ 補助金交付決定前に支払った経費 

・ 経費にかかる消費税および地方消費税 

 

手続きについて 

１．募 集 期 間   令和５年１２月２８日（木） 

※申し込み順で予算上限に達し次第、申請受付を締め切ります。 

 

２．申 請 方 法    小浜商工会議所に書類を提出 

 

３．提 出 書 類   「買いたくなるお土産」開発・発信事業補助金応募申請書 

           事業計画書 

           金額の根拠となる資料（見積書の写し等） 

 

４．補助金の流れ   

応募申請 事業者⇒小浜商工会議所 応募申請書を提出してください。 

交付決定 小浜商工会議所⇒事業者 内容を確認の上、採択した場合は、交

付決定通知を発送します。 

事業実施  事業は令和 6年 2月 29日までに完了

してください。 

実績報告書等の提出 事業者⇒小浜商工会議所 事業完了から 30日以内、または令和

6年 3月 11日のいずれか早い日まで

に実績報告書を提出してください。 

小浜商工会議所⇒事業者 内容を確認の上、交付確定通知書を発

送します。 

補助金の交付 事業者⇒小浜商工会議所 補助金交付請求書を提出してくださ

い。 

小浜商工会議所⇒事業者 補助金を交付します。 

 

 

 

 

 



 

５．そ の 他   パッケージデザインに関する個別相談会や情報発信力向上に向けたセミナー 

も開催予定です。実施日が決まり次第お知らせします。 

           ご不明な点がございましたら下記までご連絡ください。 

 

            

【お問い合わせ先】 

小浜商工会議所 

 ＴＥＬ：０７７０－５２－１０４０ 

 ＭＡＩＬ：soumu@obamacci.or.jp  

小浜市役所 産業部 商工振興課 

 ＴＥＬ：０７７０－５３－９７０５ 

 ＭＡＩＬ：syoukou@city.obama.lg.jp 


